
投

票

日

に

酬

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
川

十
二
月
二
十
七
日
の
投
票
日
に
川
円

!

午
前
七
時
か
ら

一
分
間
サ
イ
レ
ン
州
制

で

を
鳴
ら
し
ま
す
の
で
、

火
災
と
ま

川
口

マ

ち
が
わ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
川
創

川
行
パ

ザ

ぃ

。

川

発

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l

川
臼

母

立

合

演

説

会

川

引

十
二
月
十
九
日

(金

一

川
間

十
二
月
二
十
一
日
(
日
)
川
小

い
づ
れ
も
、
午
後
七
時
か
ら
川
町

大
村
市
民
会
館

川
3

3

1

1

1

1

1

1

1

川
月

を
書
い
た

も

の

。

川

毎

③
候
補
者
の
氏
名
の
ほ
か
余
計
な
川

乙
と
を
書
い

た

も

の

。

川

(敬
称
、
職
業
、
身
分
な
ど
を
川

書

い

た

も

の

は

有

効

)

川

町
ど
の
候
補
者
を
書
い
た
か
ハ
ツ
川

キ

リ

し

な

い

も

の

。

川

最
高
裁
判
所
国
民
審
査
州
制

一、

国
民
審
査
の
投
票
用
紙
に
は
川
閥

①
や
め
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
思
川
郵

う
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
川
諸

氏
名
の
上
の
欄
に
×
を
書
い
て
川
時

下

さ

い

。

川

包

②
や
め
さ
せ
た
く
な
い
と
思
う
州
問

裁
判
官
に
つ
い
て
は
何
も
書
か
川
伴

H
H
H
a
d
d
-

な

い

で

下

さ

い

。

川

和

二
、
投
票
し
た
く
な
い
人
は
、
投
川
昭

票
用
紙
を
受
け
取
ら
な
い
で
下
川

さ

、

。

川

川
去
る
十
二
月
二
日
に
衆
議
院
が

削
解
散
さ
れ
、
こ
の
た
め
の
総
選
挙

酬
が
十
二
周
二
十
七
日
に
行
わ
れ
る

助
所
側
乙
と
に
な
り
ま
し
た
。

之
刷
酬
今
回
の
総
選
挙
は
、
国
会
が
始

音
印
川

、
〉
-
井
社
側
ま
っ
て
か
ら
第
三
十
二
回
自
に
あ

f
『
土
文
川
:
}
〔
;

9
-
隆
削
た
り
ま
す
《

5
一
長
/
州
乙
の
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
は

一
課
所
川

仏
同
時
効
刷
川
国
政
を
左
右
す
る
最
も
重
要
な
選

N
一
総
印
川

l

i

l
l

i
l
i

-

-

-

-

'
'

l
 

-

人

削

1

t

l

・

選

挙
は
有
権
者
が

一

説

剛

一

一

投

票

所

に

行

っ

て

投

で

州

一

を

票

す

る

乙

と

が

原

則

一

所

川

一

置

-
R
で
す
し
か
し
例
外
と

号

詔

一

川

州

一

寵

し

て

投

票
日
に
投
票

旬
宗
8
川

b
引
所
に
行
っ
て
す
る
こ

中

一

今

川

ト

れ

d
4
と
が
で
き
な
い
選
挙

月
一
一
一
川
リ
准
人
の
た
め
に
、
あ
ら

州

内
d

京
司
か
じ
め
投
票
さ
せ
よ

州

F
U

一
う
と
す
る
制
度
で
す

川

区

町

一

不

在

者

投

票

を

行

川

.
1

一
な
う
場
合
は
、

投
票

川

「

l
I一
の
公
正
を
期
す
る
た

側
め
一
定
様
式
の
証
明
書
の
提
出
な

馴
ど
最
少
限
度
の
手
続
が
い
り
ま
す

12月27日

ロ守

挙

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の

別

国
民
審
査
も
行
な
わ
れ
ま
す

選

特

任
命
後
初
め
て
お
こ
な
わ
れ
る
総

選
挙
で
国
民
の
審
査
に
付
し
、
そ
コ

の
後
十
年
を
経
過
し
た
あ
と
初
め

二

て
お
こ
な
わ
れ
る
総
選
挙
ご
と
に
〈

さ
ら
に
審
査
を
受
け
る
乙
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

乙
ん
ど
審
査
に
付
さ
れ
る
四
裁

判
官
は
、
い
ず
れ
も
任
命
後
初
の

国
民
審
査
で
す
。

挙
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
有
権
者
一

入
一
人
が
よ
く
見
て
よ
く
知
り
よ

く
考
え
て
一
人
も
棄
権
す
る
乙
と

な
く
投
票
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
総
選
挙
と
同
時
に
最
高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
が
行
な

わ
れ
ま
す
。

乙
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民

審
査
は、

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の

(1) 昭和例年12月10日

でさ~s~í~E~l{~~妥~i~をt~~~~:忍j後雲市政だより務総滋泌総~~t~fl\WY

O
投
票
上
の
注
意

-・・
・・・
投
票
所
入
場
券
は
必
ら
ず
持

っ
て
:
:
・

投
票
所
に
は
必
ら
ず
投
票
所
入

場
券
を
持
参
し
受
付
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

入
場
券
を
な
く
し
た
人
は
受
付

に
そ
の
旨
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
場
券
記
載
の
投
票
所

で
な
け
れ
ば
投
票
で
き
ま
せ
ん
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

せ
っ
か
く
設
け
ら
れ
た
制
度
で

す
の
で
、
投
票
日
に
市
外
で
職
務

ま
た
は
業
務
に
従
事
す
る
人
、
や

む
を
得
な
い

用
事
で
旅
行
す
る

人
、
年
末
年
始
で
帰
省

を
す
る

人
、
あ
る
い
は
病
気
、

妊
娠
、
老

衰
、
不
具
な
ど
で
歩
行
が
著
し
く

困
難
な
人
や
市
外
か
ら
大
村
市
に

転
入
し
ま
だ
大
村
市
の
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
人
な
ど

は
、
ぜ
ひ
不
在
者
投
票
を
活
用
し

て
く
だ
さ
い
。

V
不
在
者
投
票
の
で
き
る
期
間

衆
議
院
議
員
総
選
挙
十
二
月

七
日
か
ら
十
二
月
二
十
六
日
ま

で最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

十
二
月
十
七
日
か
ら
十
二
月
二

十
六
日
ま
で

V
投
票
用
紙
等
の
請
求
及
び
投
票

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

V
不
在
者
投
票
用
紙
等
の
請
求
及

び
投
票
場
所

大
村
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
(
市
役
所
内
)

な
お
、
く
わ
し
い
乙
と
は
選
挙

管
理
委
員
会
事
務
局
へ
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

衆
議
院
議
員
総
選
挙

せ
っ
か
く
投
票
し
て
も
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
投
票
は
無
効
に
な
り
ま

す。①
正
式
の
投
票
用
紙
で
な
い
も
の

②
投
票
用
紙
に
二
人
以
上
の
氏
名



(2) りおおむ

7時37分-

8時00分

政見放送日程

(ラジオ〉

NHK 

19-20日

市政だより

21時10分-21時35分

7時40分-8時 5分

昭和33年4月22目第三種郵便物認可

17時00分-

17時25分

NBC 

22-23臼

16時15分-16時45分

(テレビ)

NHK 

19-20日

24-25日

KTN 

22-23日

NBC 

20日

投
票
所
を
一
部
変
更

し
ま
す

今
回
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の

投
票
所
が
別
表
の
と
お
り
変
更
に

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
投
票
一
に

お
出
か
け
の
と
き
は
投
票
所
入
場

券
に
記
載
し
て
あ
る
投
票
所
を
よ

く
お
た
し
か
め
の
う
え
、
ま
ち
が

わ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

昭和44年12月10日

10時00分一10時45分

入
場
券
公
報
配
布
は

V
投
票
所
久
場
券
は
、
十
二
月
二

十
日
頃
ま
で
に
皆
さ
ん
の
手
元
に

届
く
よ
う
町
務
連
絡
員
を
経
由
し

て
配
布
す
る
予
定
で
す
が
、
も
し

も
そ
の
頃
ま
で
に
入
場
券
が
届
か

な
い
人
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
ま
た
は
関
係
出
張
所
に
間
合

せ
く
だ
さ
い
。

V
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
選
挙
公

報
、
最
高
裁
判
所
裁
判
宮
国
民
審

査
の
審
査
公
報
を
十
二
月
二
十
五

日
ま
で
に
各
世
帯
へ
配
布
い
た
し

ま
す
。

一
新
ら
し
い

一
投
票
所
名

祝
崎
、
舟
津
、
蔦

一

川
内
、
釘
の
頭
、
一
三
浦

日
泊
、
山
境
、
先
一
出
張
所

網
代
、
日
岳
開
拓
一

大
川
田
、
鬼
橋
、
一

竹
松
町
、
宮
小
路
一
畏
天
神
社

九
電
社
宅
、
富
ノ

一

会
館

原

、

黒

丸

、

一

町
務
連
絡
員
管

轄
区
域
町
名

開
票
の
場
所
、
時
刻

ら 室の
で時で開乙
す間行票ん
。はなはど

い ョ、の
汗ま大衆
後す村議
七。市院
時役議
三所員
十大総
分会選
か議挙

O
代
理
投
票

字
を
知
ら
な
い
人
や
け
が
を
し

て
字
が
書
け
な
い
人
は
、
投
票
所

で
そ
の
旨
申
出
て
く
だ
さ
い
。

代
理
投
票
(
投
票
事
務
従
事
者

が
本
人
に
代
っ
て
書
く
)
を
す
る

乙
と
が
で
き
ま
す
。

O
点
字
投
票

日
が
見
え
な
い
人
で
点
字
投
票

を
す
る
人
は
、
投
票
所
で
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。

O
投
票
の
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す

投
票
用
紙
に
誰
を
書
い
た
か
は

ぜ
っ
た
い
に
わ
か
り
ま
せ
ん
。

投
票
の
秘
密
は
、
憲
法
と
公
職

選
挙
法
で
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
自
分
の
信
じ
る
候
補
者
に
投

票
し
て
も
決
し
て
他
人
に
わ
か
る

と
い
う
こ
と
は
な
く
、
ま
た
投
票

し
た
人
の
氏
名
を
他
人
に
い
う
必

要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

選管電話番号

318 0 (直通〕臨時

4 1 1 1 (内線 24 7) 

選
挙
人
自
戒
十
則

-
民
主
政
治
は
選
挙
か
ら
、

と
り
の
自
覚
か
ら

選
挙
は
ひ
と
り
ひ

2
選
挙
の
主
役
は
わ
た
く
し
(
有
権
者
)
だ
、

心
が
ま
え
が
政
治
を
左
右
す
る

3
投
票
は
よ
く
み
よ
く
き
え
自
分
で
き
め
て
、

さ
そ
い
や
お
ど
し
に
の
ら
ぬ
こ
と

ι義
理
や
縁
故
に
か
ら
ま
れ
ず
、

人
え
ら
べ

誠
実
熱
意
の

5.近
く
も
遠
く
も
み
わ
た
し
て
、

て
人
を
え
よ

広
く
な
が
め

G
た
っ
た
一
票
ぐ
ら
い
と
そ
ま
つ
に
す
る
な
、

か
な
ら
ず
投
票
ま
ご
こ
ろ
こ
め
て

-
選
挙
め
あ
て
に
祝
儀
や
寄
附
を
ね
だ
れ
ば
、

政
治
を
く
ら
く
す
る

3
選
挙
に
か
ら
ん
だ
金
品
招
宴
お
こ
と
わ
り
、

う
け
た
ら
不
治
の
毒
あ
た
り

以
選
挙
違
反
の
運
動
員
に
は
、

も
て

意
見
す
る
勇
気

叩
選
挙
運
動
は
す
な
お
に
み
つ
め
妨
害
の
な
い

明
る
い
選
挙

一一一……選お……み一環れ……だやか一秒…定……一一一…
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